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◆

法
定
協
議
会
を
設
置
◆

◆

新
市
の
事
務
所
（
市
役
所
）
は

　
　
　
現
・
八
日
市
市
役
所
に
決
定
！
◆

　
八
日
市
市
、
永
源
寺
町
、
五
個
荘
町
、
愛
東
町
、
湖
東
町
で
は
、

去
る
5
月
15
日
に
任
意
協
議
会
を
設
置
し
、
3
回
の
協
議
会
を
開

催
し
て
き
ま
し
た
。
協
議
会
で
は
、
合
併
の
方
式
や
期
日
、
新
市

の
名
称
な
ど
の
基
本
的
事
項
の
事
前
協
議
や
、
新
市
の
ま
ち
づ
く

り
計
画
の
策
定
準
備
に
取
り
組
む
一
方
で
、
法
定
協
議
会
の
設
置

に
向
け
た
諸
準
備
を
進
め
て
い
ま
し
た
。
こ
の
度
、
八
日
市
市･

五
個
荘
町
・
愛
東
町
に
お
い
て
は
6
月
20
日
に
、
永
源
寺
町･

湖

東
町
に
お
い
て
は
6
月
24
日
に
法
定
協
議
会
設
置
議
案
が
各
市
町

議
会
で
議
決
さ
れ
、
6
月
27
日
付
で
法
定
協
議
会
が
設
置
さ
れ
ま

し
た
。
今
後
は
、
こ
の
法
定
協
議
会
で
本
格
的
な
合
併
の
協
議
が

進
め
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
6
月
30
日
に
滋
賀
県
知
事
か
ら
合
併
重
点
支
援
地
域
の

指
定
を
受
け
ま
し
た
。
当
地
域
の
取
り
組
み
に
対
し
知
事
が
地
域

指
定
を
行
い
、
合
併
推
進
に
関
す
る
支
援
を
重
点
的
に
実
施
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
、
県
内
で
は
7
番
目
の
指
定
と
な
り
ま
す
。

�

法
定
協
議
会
と
は･･･

　
合
併
関
係
市
町
の
議
決
を
得
て
、
法
律
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ

る
協
議
会
で
す
。
協
議
会
で
は
、
合
併
に
伴
う
基
本
的
な
事
項
や

新
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
な
ど
、
合
併
に
関

す
る
あ
ら
ゆ
る
事
項
の
協

議
を
行
い
ま
す
。

　
ま
た
、
合
併
後
の
ま
ち

づ
く
り
に
対
す
る
国
の
財

政
的
な
支
援
を
受
け
た

り
、
合
併
時
の
問
題
点
な

ど
を
解
消
で
き
る
合
併
特

例
法
を
適
用
す
る
た
め
に

は
、
こ
の
法
定
協
議
会
で

協
議
す
る
こ
と
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

◆

新
市
の
名
称
は
？
…
募
集
し
ま
す
◆

町
名
・
字
名
は
ど
う
な
る
？

　
協
議
会
で
は
、
社
会
情
勢
や

財
政
面
を
考
え
、
既
存
の
庁
舎

を
使
う
こ
と
を
基
本
に
、
次
の

点
を
考
慮
し
な
が
ら
協
議
さ
れ

ま
し
た
。�

・�

住
民
の
利
便
性

・�

交
通
事
情

・�

他
の
行
政
機
関
と
の
関
係

・�

敷
地
、
建
物
面
積�

　
　

　
多
く
の
委
員
か
ら
現
八
日
市

市
役
所
が
一
番
望
ま
し
い
と
の

意
見
が
出
さ
れ
、
協
議
の
結

果
、
全
員
賛
成
で
決
定
さ
れ
ま

し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、他
の
４
町
の
役

場
（
永
源
寺
・
五
個
荘
・
愛
東
・
湖

東
町
役
場
）
は
支
所
に
、永
源
寺

町
の
政
所
支
所
は
出
張
所
と
す

る
こ
と
が
併
せ
て
決
ま
り
ま
し

た
。

　
ま
た
、市
役
所
・
支
所
・
出
張
所

の
取
り
扱
い
事
務
に
つ
い
て
は
、

住
民
の
利
便
性
や
地
域
の
状
況

を
考
慮
し
な
が
ら
、今
後
組
織
等

の
検
討
と
合
わ
せ
て
具
体
的
な

協
議
が
進
め
ら
れ
ま
す
。

☆
支
所
っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
？

　
あ
る
一
定
の
区
域
の
事
務
全
般

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
務
所

の
こ
と
で
、常
時
、相
当
数
の
職
員

が
勤
務
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

役
場
の
機
能（
住
民
サ
ー
ビ
ス
）を

残
す
こ
と
が
で
き
る
事
務
所
と

な
り
ま
す
。�

　
　

☆
出
張
所
っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
？

　
住
民
の
利
便
の
た
め
に
設
置

さ
れ
る
窓
口
業
務
中
心
の
事
務

所
で
す
。�

　
合
併
前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
併
後

八
日
市
市
青
葉
町
△
番
□
号
　
　
　
　
↓
　
○
○
市
青
葉
町
△
番
□
号

八
日
市
市
沖
野
一
丁
目
△
番
□
号
　
　
↓
　
○
○
市
沖
野
一
丁
目
△
番
□
号

神
崎
郡
永
源
寺
町
大
字
相
谷
△
番
地
　
↓
　
○
○
市
相
谷
町
△
番
地

神
崎
郡
五
個
荘
町
大
字
石
川
△
番
地
　
↓
　
○
○
市
石
川
町
△
番
地

愛
知
郡
愛
東
町
大
字
青
山
△
番
地
　
　
↓
　
○
○
市
青
山
町
△
番
地

愛
知
郡
湖
東
町
大
字
池
庄
△
番
地
　
　
↓
　
○
○
市
池
庄
町
△
番
地

�  

協
議
会
で
の
協
議
状
況
を
中
心
に
合
併
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を
、
協
議

会
だ
よ
り
「
ま
ち
・
未
来
通
信
」
で
2
か
月
に
一
度
み
な
さ
ん
に
お
知
ら
せ

し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
増
刊
号
で
は
、
主
に
協
議
会
で
協
議
さ
れ
て
い
る
項

目
等
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
い
情
報
を
提
供
し
て
い
き
ま
す
。

日時：平成15年7月31日（木）　午後2時から　
場所：五個荘町てんびんの里文化学習センター　
傍聴：定員60名

�

　
新
市
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
住
民
の
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
身
近

で
関
心
が
高
い
事
項
で
す
。
そ
の
た
め
、
新
市
の
名
称
を
決
め
る

に
あ
た
っ
て
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
方
の
参
加
を
い
た
だ
こ
う

と
、
広
く
名
称
を
募
集
し
な
が
ら
次
の
よ
う
な
流
れ
で
決
め
て

い
き
ま
す
。

●
新
市
に
ふ
さ
わ
し
い
名
称
を
考
え
る
に
あ
た
り
、次
の
点
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

（1）
新
市
の
名
称
は
、
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
、
漢
字
を
使
用
す
る
。

（2）
合
併
関
係
市
町
の
名
称
は
使
用
し
な
い
。（
八
日
市
、永
源
寺
、五
個

　
荘
、愛
東
、湖
東
）

（3）
す
で
に
使
わ
れ
て
い
る
他
市
の
名
称
は
使
用
し
な
い
。

（4）
名
称
を
考
え
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
次
の
点
を
参
考
に
す
る
。

・
地
理
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
名
称
　
・
特
徴
を
表
す
名
称

・
歴
史
、文
化
に
ち
な
ん
だ
名
称
　
・
対
外
的
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
名
称

・
知
名
度
が
向
上
で
き
る
名
称
・
住
民
等
の
理
想
・
願
い
に
ち
な
ん
だ
名
称

●
応
募
は
、
新
市
の
名
称
・
理
由
・
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
明

記
の
上
、合
併
協
議
会
事
務
局
ま
で
、
専
用
応
募
は
が
き
、
官
製
は

が
き
、F
A
X
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
り
ご
応
募
く
だ
さ
い
。
な
お
、

応
募
資
格
に
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
人
一
点
と
し
ま
す
。

※
詳
し
い
募
集
方
法
に
つ
い
て
は
、自
治
会
を
通
じ
て
各
戸
に
配
布
さ

れ
ま
す
新
市
名
称
募
集
パ
ン
フ
レ
ッ
ト（
主
な
公
共
施
設
に
も
設
置
）、

ま
た
は
、合
併
協
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
現
在
の
各
市
町
の
名
称
は
、住
民
に
と
っ
て
大
変
愛
着
の
あ
る
も
の

で
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
に
歴
史
や
由
来
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、既
存
の

名
称
に
こ
だ
わ
っ
た
り
、い
ず
れ
か
の
市
町
の
名
称
を
使
う
こ
と
で
住

民
感
情
に
問
題
が
生
じ
、合
併
協
議
が
難
航
し
た
り
、ま
た
、協
議
会
が

解
散
し
て
い
る
例
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
既
存
の
名
称
に
こ
だ
わ
ら
な

い
と
い
う
気
持
ち
を
持
ち
な
が
ら
、合
併
に
取
り
組
む
こ
と
が
大
変
重

要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
既
存
の
名
称
は
、地
域
の
様
々
な
活
動

の
中
や
、旧
市
町
の
呼
び
方（
○
○
地
区
）な
ど
で
、引
き
継
が
れ
る
も

の
と
考
え
て
い
ま
す
。

小委員会の設置

・協議会において「新市名称候補選定小委員会」を設置 

・各市町2名の協議会委員で構成（計10名）

・新市名称の選定基準や名称募集要領を定めます。

名称を募集（7月15日～8月20日）

候補を5点程度選定

・小委員会において、応募された名称の中から候補とな

　る名称を選定　

協議会へ提案（10月30日予定）

・小委員会で選定された候補となる名称を協議会へ提案

新市名称を決定（11月27日予定）

・協議会で協議し、新市名称を決定

八日市市役所

五個荘町役場

愛 東 町 役 場

湖 東 町 役 場

永源寺町役場

　　　政所支所

編
集

後
記
編
集

後
記

第1回合併協議会
＊傍聴を希望される方は、午後1時～1時45分までに受付をし
　てください。
　なお、傍聴者数の定員が超えた場合は、受付された方を対
　象に抽選となります。

お知らせ

提
案
中

　
住
民
票
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る
町
（
丁
目
）
や
大
字
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
そ
の
区
域
を
変

更
せ
ず
、
合
併
後
の
町
（
丁
目
）
名
は
、
次
の
表
示
例
と
す
る
方
針
で
提
案
し
て
い
ま
す
。

　
八
日
市
市
に
は
85
の
「
町
（
丁
目
）
」
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
永
源
寺
町
に
は
23
、
五
個
荘
町
に

は
25
、
愛
東
町
に
は
23
、
湖
東
町
に
は
30
の
「
大
字
」
が
あ
り
ま
す
。
合
併
に
伴
い
、
1
8
6
の
「

町
（
丁
目
）
」
が
で
き
ま
す
。
新
市
ス
タ
ー
ト
に
ふ
さ
わ
し
い
「
町
（
丁
目
）
名
」
に
す
る
こ
と
が

提
案
さ
れ
、
次
回
の
協
議
会
か
ら
協
議
が
始
ま
り
ま
す
。

八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会だより

平成15年7月16日発行

重点支援地域の指定の交付を受ける、左から
湖東町長、愛東町助役、五個荘町長、滋賀県知事
永源寺町長、八日市市長

○
既
存
の
名
称
を
使
わ
な
い
の
は
な
ぜ
？

市役所

支　所

支　所

支　所

支　所

出張所

〈表示例〉


